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電子化加算の新設 

 

１ 基本的考え方 
 

○ レセプトのＩＴ化等の医療のＩＴ化を集中的に推進していく観点から、医

療のＩＴ化について、時限的に新たに診療報酬上の評価を行う。 

 

２ 具体的内容 
 

○ 平成２２年度までの時限的措置として、以下に掲げる必要的に具備すべき

要件をすべて満たし、かつ、以下に掲げる選択的に具備すべき要件のいずれ

か１つを満たしている場合に、初診料に対する加算を新設する。 
 

・ 電子化加算 ３点 
 
［必要的に具備すべき要件］ 

・ レセプト電算化システムを導入していること 

・ 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を行っていること

（４００床以上の病院に限る。） 

＊ 平成１８年度中は「選択的に具備すべき要件」として取り扱い、平成１９年度以降、

「必要的に具備すべき要件」として取り扱う。 

・ 医療費の内容の分かる領収証を交付していること 

＊ ここでいう「医療費の内容の分かる領収証」とは、個別の費用ごとに区分して記載

した領収証（診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの）とする。 
 
［選択的に具備すべき要件］（いずれか一つを実施） 

・ レセプトの電算化（電子媒体による請求） 

（４００床以上の病院以外の保険医療機関に限る。） 

・ 試行的オンラインシステムを活用したレセプトのオンライン請求を行っていること

（４００床以上の病院以外の保険医療機関に限る。） 

・ 患者から求めがあったときに、患者に詳細な医療費の内容の分かる明細書（個別の診

療報酬点数の算定項目の分かるもの）を発行できる体制を整えていること 

・ バーコードタグ、電子タグ等による医療安全対策を実施していること 

・ インターネットを活用した電子予約を行っていること 

・ 診療情報提供について電子的に行っていること 

・ 電子紹介状を行っていること 

・ 検査、処方、注射等に係るオーダリングシステムが整備されていること 

・ 電子カルテによる病歴管理を行っていること 

・ 医用画像管理システムによる放射線診断業務を行っていること 

・ 遠隔医療支援システムを活用した離島・へき地及び在宅診療を行っていること 

【 Ⅲ－６（医療のＩＴ化に係る評価について）－① 】 
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